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防災だより防災だより防災だより
消防本部防災対策課　電話：72ｰ0131 〔第45号〕

　　平成７年（1995）年１月１７日の阪神・淡路大震災をきっかけに、「防災とボランティアの日」

「防災とボランティア週間」が定められました。阪神・淡路大震災では、救出者の約95％が自

力や家族、近隣住民などの地域の人たちにより救助されています。

　　深浦・鯆越・古月地区で実施された『地震・津波防災訓練』のように、地域で協力しお互い

に声を掛け合える関係をつくりましょう。

大規模災害時に稼働する災害伝言ダイヤルを
１月は次の日程で体験利用できます！
①正月三が日 1月1日㈭～3日㈯
②防災とボランティア週間 1月15日㈭～21日㈬
この機会にぜひ使ってみましょう！

１月１７日㈯は「防災とボランティアの日」
１月１５日㈭から２１日㈬は「防災とボランティア週間」です

日頃からの災害への備えを確認しましょう！

　＊緊急避難時持出袋の準備・確認
　　　　➡町の補助金を利用できます。
　＊最低３日分～１週間分×人数分の水や食料、生活用品の備蓄・確認
　　　　➡ローリングストックにより、無理なく家庭での備蓄を進めましょう。
　＊家具の固定・転倒防止の確認
　　　　➡町の補助金を利用できます。
　＊避難場所や避難経路の確認
　　　　➡自宅・職場近くの、津波一時避難場所・
　　　　　　指定緊急避難場所・指定避難所を確認しましょう。
　＊家族との安否確認手段の確認
　　　　➡災害伝言ダイヤル（171）を使ってみましょう。

★町の補助金利用については、『広報あいなん（令和7年5月号）』または町ホームページに詳細を記載しています。


